
出国する時の準確定申告をする場合の記載例 

￥ 

○ 手順等については、記載例において表示している「令和２年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告

の手引き 確定申告書Ａ用」の該当ページを参照してください。

 

○ 「（参考）給与所得の源泉徴収票」から第一表、第二表に転記する箇所を、番号（①～③）で表示して

います。

国
税

 
給与所得者が、１月１日から出国する日までの給与につ

いて、出国前までに確定申告をする場合 

【第一表】 「準」の文字を

書き足します。 

2 1 1 5 5 6 0

3 5 0 0

3  6 1  1 1 2

本 人

X X X XX X X X  X X  0

国税太郎 

X X X  X X X X

ｺ ｸ ｾ ﾞ ｲ  ﾀ ﾛ ｳ
〇〇市△△町Ｘ－ＸＸ－Ｘ 

国 税  太 郎 

明治・・「1」 

大正・・「2」 

昭和・・「3」 

平成・・「4」 

令和・・「5」 

3 

1 3 9 8 4 0 0

2 9 4 6 1 7

4 5 0 0 0

2 8 0 0 0

1 1 0 9 6 1 7

3 8

4 8

1 2 2 7 6 1 7

7 0

7 3

3 5 7 3

3 5 0 0

6 7 8 5 0

6 4 2 7 7

（出国するまでの所得及び所得控除に関する事項） 

○給与所得     （参考）給与所得の源泉徴収票のとおり 

○生命保険料控除   旧生命保険料 80,000円 

○寄附金控除 ○○市（ふるさと納税）30,000円

○配偶者控除 国税良子（妻、S61.8.10生）

準 

1 3 9 8 4 0 0

3 5 0 0

〇 〇 〇 〇

X X X X X X X

令和２年５月 23日出国 

出国予定日を

記入します。 

手順１ 

９ページ参照 

手順２ 

１０ページ参照 

手順３ 

１５ページ参照 手順５ 
２９ページ参照 

還付される税金

がある方のみ記

入します。

手順４ 

２５ページ参照 

手順５ 
２９ページ参照 

該当する事項が

ある方のみ記入

します。

① 

② 

○ ○ 
２ ５ 15 ２ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/index.htm


出国する時の準確定申告をする場合の記載例 

『納税管理人の届出』の提出について 

 

国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合に、

申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要がある

ときは、納税管理人を選任する必要があります。納税管理人を

定めたときは、納税地を管轄する税務署へ『所得税の納税管理

人の届出書』を提出してください。 

 

※ 届出書の様式や書き方等は国税庁ホームページに掲載し

ておりますのでご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 配偶者控除又は扶養控除について、第二表に記入が必要な場合には、控除対象配偶者及び控除対

象扶養親族のマイナンバー（個人番号）も記入する必要があります。 

 

【第二表】 「準」の文字を書き足します。 準 

〇〇市△△町Ｘ－ＸＸ－Ｘ 

国税  太郎  
ｺ ｸ ｾ ﾞ ｲ     ﾀ ﾛ ｳ  

80,000 

国税 良子 61 8 10 X X X X X X X X X X X X  

２ 

出国するまでの間に支払った社会保険料、

生命保険料、寄附金等については、 

各種所得控除を受けることができます。 

給与 
〇〇産業株式会社 

〇〇区〇〇 ×－×－× 

③ ① ② 

② 
67,850 

2,115,560 67,850 

令和３年１月１日において、日本国内に住所を有しな

い場合は、令和３年度の住民税の納税の義務はあり

ませんので、「住民税に関する事項」の欄は記入する

必要はありません。 

30,000 〇〇市 

手順１ 
９ページ参照 

手順２ 
１０ページ参照 

手順３ 
１５ページ参照 

X X X X X X X X X X X X  

（記載例） 

給与 
80,000 

控除対象の判定は、出国時の現況で判
断します。 

また、配偶者や扶養親族に所得がある
ときは、１年分の所得を出国時の現況
で見積もって判断します。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm


出国する時の準確定申告をする場合の記載例 

（参考）給与所得の源泉徴収票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 源泉徴収票等の添付又は提示は不要です。なお、申告書等には、源泉徴収票等の内容を記載す

る必要があります。税務署等で申告書等を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れ

ずにお持ちください。 

 

① ② 

③ 


